
大

分

大

学

経

済

論

集

令
和
四
年
十
一
月

第
七
四
巻
　
第
一
・
二
・
三
・
四
合
併
号

Vol．74　No．1・2・3・4 N o v em b e r ,  2 0 2 2

OITA-DAIGAKU-KEIZAI-GAKKAI
(THE ECONOMIC SOCIETY OF OITA UNIVERSITY)

OITA, JAPAN

OITA UNIVERSITY
ECONOMIC REVIEW

Articles

Karl・Marx „Das Kapital“ und Hegelsche Dialektik  ………  Naoki Fujiwara

Institutional norms and community norms in the display of telephonenumbers: 
A comparative study of linguistic landscape in China and Japan

  ………… Daming XU and Lianqun BAO

Note

A Study on the Enhancement of Vocational Guidance in “Sogo Sentaku-sei” 
High School

　-A Case Study of ‘S’ High School Activities -  ……… Ichiro Watanabe 

第 74 巻 第 1・2・3・4 合併号

2 0 2 2 年 1 1 月

大 分 大 学 経 済 学 会

ISSN   0474 -0157

論　　文
マルクス『資本論』とヘーゲル弁証法
　―『資本論』第１巻「あと書き〔第２版への〕」を手がかりとして―

藤　原　直　樹（ １ ）

電話番号の区切りに関する制度的規範と共同体規範
　―中国語と日本語の言語景観の比較研究

徐　　　大　明，包　　　聯　群（ 31 ）

研究ノート
総合選択制高校における職業指導の充実に係る一考察
　～県立Ｓ高校の実践事例を踏まえて～

渡　邉　一　朗（ 51 ）

令和３年度大分大学大学院経済学研究科修士論文・博士論文一覧 （ 75 ）
令和３年度大分大学経済学部学生懸賞論文審査結果 （ 77 ）



大分大学経済学会規則
第１条　本会は，大分大学経済学会と称する。
第 ２条　本会は，広く経済に関する研究調査及びその振興を図るために必要な援助を行

い，会員相互の啓発に資すると共に一般文化の向上に寄与することを目的とする。
第３条　本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 １．研究資料の収集に対する援助
 ２．研究調査に対する援助
 ３．学生懸賞論文に対する援助
 ４．研究会・講演会に対する援助
 ５．学術図書刊行に対する援助
 ６．機関研究雑誌の刊行
 ７．その他本会の目的達成のため必要と認める事業
第４条　本会は次の会員をもって組織する。
 １．正　会　員　大分大学経済学部教授会の構成員
 ２．学 生 会 員　大分大学経済学部および経済学研究科の在学生
 ３．準　会　員　下記のうち入会を希望する者
    経済学部の名誉教授および元教員，経済学部の卒業生，経済学

部の客員教授・研究員・非常勤講師，経済学部以外の本学専任
教員および役員

  その他本学会理事会が認めた者
第５条　本会を大分大学経済学部内に置く。
第６条　本会の事務を処理するため次の役員を置く。
 １．会　　　長　本学経済学部長がこれに任じ，会務を統括し本会を代表する。
 ２．副　会　長　  １名　本学経済学部教授の中より学会評議員会の推薦により会長
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